
交付図書の訂正について 

 

令和５年１１月２８日付けで入札公告を行った「磐越自動車道 野沢地区協議用資料作成
業務」に係る交付図書に一部誤りがありましたので、別添のとおり訂正します。  
なお、当社ホームページ掲載の交付図書についても、同日付で訂正したものに改めておりま
すので、再度、交付図書をご確認ください。 

 
令和５年１２月１２日  

 
契約責任者 
東日本高速道路株式会社 新潟支社 
新潟工事事務所長 池田 裕司 

                       
 

【訂正図書】  入札公告（説明書）  
※訂正箇所は、別添「正誤表」に記載しておりますので、ご確認ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別添 
正 誤 表 

 
 
記載内容を次のとおり訂正します。 
 

【対象】入札公告（説明書） 訂正前 

2-2 契約図書の配布期間 入札公告の日 から 令和 5 年 12 月 13 日まで 
※上記期間を過ぎるとダウンロードできないので注意すること。 

2-3 競争参加資格確認申請書
の提出期限 

【提出期限】 
入札公告の日 から 令和 5 年 12 月 13 日 16 時 00 分まで 
※共通入札公告 4-3-1〜4-3-4 に示す調達手続に参加するための条件等を十分に確認のうえ
提出すること。 
 
【提出方法】 
入札者に対する指示書【電子入札】[9]に従い、電子入札システムにより提出すること。 
なお、提出書類が添付可能な総容量（3MB）を超える場合は、入札者に対する指示書【電
子入札】[9]〔2〕(6)に示すとおり提出書類を電子メール又は書留郵便等（書留郵便等によ
る提出方法の詳細は、入札者に対する指示書の冒頭「お知らせ」を参照のこと。普通郵便、
持参による提出は受け付けない。）により提出すること。なお、書留郵便等により提出する
場合は、2 部提出すること。 
 
【提出書類】 
（1） 競争参加資格確認申請書様式 1 
（2） 競争参加資格確認申請書様式 2 
（3） 競争参加資格確認申請書様式 3 
 

2-4 競争参加資格確認結果通
知日 令和 5 年 12 月 20 日を予定 

 



【対象】入札公告（説明書） 訂正後 

入札公告（説明書） 
2-2 契約図書の配布期間 入札公告の日 から 令和 5 年 12 月 18 日まで 

※上記期間を過ぎるとダウンロードできないので注意すること。 

2-3 競争参加資格確認申請書
の提出期限 

【提出期限】 
入札公告の日 から 令和 5 年 12 月 18 日 16 時 00 分まで 
※共通入札公告 4-3-1〜4-3-4 に示す調達手続に参加するための条件等を十分に確認のうえ
提出すること。 
 
【提出方法】 
入札者に対する指示書【電子入札】[9]に従い、電子入札システムにより提出すること。 
なお、提出書類が添付可能な総容量（3MB）を超える場合は、入札者に対する指示書【電
子入札】[9]〔2〕(6)に示すとおり提出書類を電子メール又は書留郵便等（書留郵便等によ
る提出方法の詳細は、入札者に対する指示書の冒頭「お知らせ」を参照のこと。普通郵便、
持参による提出は受け付けない。）により提出すること。なお、書留郵便等により提出する
場合は、2 部提出すること。 
 
【提出書類】 
（4） 競争参加資格確認申請書様式 1 
（5） 競争参加資格確認申請書様式 2 
（6） 競争参加資格確認申請書様式 3 
 

2-4 競争参加資格確認結果通
知日 令和 5 年 12 月 26 日を予定 

 
 
 
 
 
 
 
 



【対象】技術評価項目及び評価基準 訂正前 
配 置 予
定 管 理
技 術 者
の 経 験
及 び 能
力 

資格・実
績等 

企 業 の
技 術 者
資格 

次の基準で評価する。  
評価基準 評

価
点 

配
点 

  

 
技術部門・科目・種類に応じ評価する。 
 
外国資格を有する技術者を予定する場合
は、あらかじめ技術士相当又は RCCM 相
当と旧建設大臣認定又は国土交通大臣認
定を受けている者を評価する。 

①競争参加資格要件等一覧表に
記載する「競争参加要件_予定管
理技術者に求める事項_技術者資
格」の①及び②に該当する 

20
点 

20
点 

  

 
②競争参加資格要件等一覧表に
記載する「競争参加要件_予定管
理技術者に求める事項_技術者資
格」の③及び④に該当する 

10
点 

  

 
③上記に該当しない 0

点 
  

【対象】技術評価項目及び評価基準 訂正後 
配 置 予
定 管 理
技 術 者
の 経 験
及 び 能
力 

資格・実
績等 

企 業 の
技 術 者
資格 

次の基準で評価する。  
評価基準 評

価
点 

配
点 

  

 
技術部門・科目・種類に応じ評価する。 
 
外国資格を有する技術者を予定する場合
は、あらかじめ技術士相当又は RCCM 相
当と旧建設大臣認定又は国土交通大臣認
定を受けている者を評価する。 

①競争参加資格要件等一覧表に
記載する「競争参加要件_予定管
理技術者に求める事項_技術者資
格」の①又は②に該当する 

20
点 

20
点 

  

 
②競争参加資格要件等一覧表に
記載する「競争参加要件_予定管
理技術者に求める事項_技術者資
格」の③又は④に該当する 

10
点 

  

 
③上記に該当しない 0

点 
  

 
 


